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相談種類 相談日 時間 場所 連絡先

人権相談 ３月16日（水） 13時～16時 町老人福祉センター
健康福祉課

�32-1105

法律相談 要予約

（弁護士が相談を受けます）
３月17日（木） 13時～15時 町老人福祉センター

町社会福祉協議会

�34-3504

行政相談
（行政への苦情などを受けます）

３月９日（水）

４月13日（水）
13時～16時 町老人福祉センター

総務課

�32-1101

心配ごと相談
３月９日（水）・16日（水）

４月13日（水）
13時～16時 町老人福祉センター

町社会福祉協議会

�34-3504

定期職業相談
３月18日（金）

４月１日（金）

３月４日（金）は中止となりました

13時～16時 町福祉センター
町福祉センター

�32-1147

マリサポメール相談室
（婚活相談会）

随時
メールで相談ください。(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com)

子ども課

�32-5078

県よろず支援拠点による 要予約

中小企業経営相談窓口
３月３日（木）

４月７日（木）
13時～17時 町中央公民館

産業観光課

�32-1108

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

３月７日（月）・25日（金）

４月４日（月）

10時～12時

13時～15時
産業観光課

産業観光課

�32-1108

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更となる場合があります。

各種相談無料でできます

国連総会において、毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」（World

Autism AwarenessDay）とすることが決議され、全世界の人々に

自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。また毎年、４月

２日から８日は「発達障害啓発週間」です。

自閉症は、「常に自分の殻に閉じこもっている状態」と思われること

や、「親の育て方が冷たかったことが原因ではないか」と思われること

がありますが、これは正しくありません。脳の発達の仕方の違いから

「他の人の気持ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使うこと」

「新しいことを学習すること」などが苦手で、自分の感じたままに話し

たり、行動したりすることもあるため、真面目に取り組んでいても誤

解されることがあります。

一人ひとりが発達障害について正しく理解し、発達障害を持つ人へ

のご支援をお願いします。

問健康福祉課 �32―1105

４月２日は「世界自閉症啓発デー」、

４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です


